
令 和 元 年 ８ 月 １ 日 

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局

筑 後 川 河 川 事 務 所 

筑後川をもっと素敵な空間に！賑わいづくりに参加しませんか。

～合川・宮ノ陣の河川敷で営業活動を行う事業者を追加募集します～

久留米市と国土交通省筑後川河川事務所では、筑後川の河川敷の利用が促進され

ることを目指し、河川敷をより親しみのある素敵な空間にするために、民間事業者

による賑わいづくりのための取り組み（実証実験）を５月から実施しています。 

現在、平成３１年３月に公募により選ばれた４事業者が、筑後川の合川地区及び

宮ノ陣地区の河川敷において飲食店や手づくり品の販売店、またバーベキュー、Ｅ

ボート体験、水上自転車体験、ヨガ体験等ができる店舗の営業を行っています。 

令和元年８月１日より、営業活動を行う事業者の追加募集を開始します。企画書

等の審査の結果、事業者として認定されます。たくさんのご応募をお待ちしており

ます。 

★ 国の河川管理では平成 23 年、「河川敷地占用許可準則」が改正され、一定の枠組み 

の中で民間事業者等も河川敷地を使用した飲食店や売店等の営業が可能になりました。 

★ 公募による河川空間を活用した賑わいづくり実証実験は、九州初の取り組みです。 

※実証実験の詳細については、別紙を参照ください。 

■記者発表先 ： 久留米市記者クラブ 

【問い合わせ先】 

    国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所  

技術副所長    平井 新太郎 （内線 205） 

河川環境課長  牧之内 洋一 （内線 371） 
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